
島 根 県 報第�����号 平成��年��月��日 (�)

� �

� �

通訳案内業法施行細則を廃止する規則 （観 光 振 興 課） �

� �

庁舎の清掃業務、警備業務等の委託に係る競争入札参加資格審査要綱の一部改正 （管 財 課） �

介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定 （高齢者福祉課） �

介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事 （ 〃 ） �

業者の指定

障害者自立支援法の規定による指定自立支援医療機関の指定 （障害者福祉課） 	

農業近代化資金の利子補給率の一部改正 （農 業 経 営 課） ��

保安林予定森林 （森 林 整 備 課） ��

保安林の指定施業要件の変更 （ 〃 ） ��

狩猟鳥獣捕獲禁止区域の指定の一部改正 （ 〃 ） ��

鳥獣保護区の指定の一部改正（
件） （ 〃 ） ��

鳥獣保護区の指定の廃止 （ 〃 ） ��

特別保護区の指定の一部改正 （ 〃 ） ��

銃猟禁止区域の指定の一部改正（�件） （ 〃 ） ��

銃猟禁止区域の指定の廃止 （ 〃 ） ��

道路の区域の変更 （道 路 維 持 課） �	

道路の供用開始 （ 〃 ） �	

都市計画事業変更の認可 （下水道推進課） �	

� �

庁舎の清掃業務、警備業務等の委託に係る競争入札の参加資格等 （管 財 課） ��

平成��年及び��年における庁舎の電気供給業務の契約に係る競争入札の参加資格 （ 〃 ） ��

等

特定非営利活動法人の定款の変更の認証申請に係る書類の縦覧 （環境生活総務課） ��

家畜人工授精に関する講習会の開催 （農畜産振興課） ��

開発行為に関する工事の完了 （都 市 計 画 課） ��

� �

平成��年��月日付け島根県報第�����号中 （道 路 維 持 課） ��

����������������������������������������������������
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平成��年��月��日 (金)

� ������
(毎週火・金曜日発行)
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◇������������� !��（規則第��号）

� 規則の概要

通訳案内業法施行細則は、廃止することとした。

� 施行期日
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島 根 県 報

� �

通訳案内業法施行細則を廃止する規則をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

通訳案内業法施行細則を廃止する規則

通訳案内業法施行細則（昭和��年島根県規則第��号）は、廃止する。


 �

この規則は、公布の日から施行する。

� �

��������	

庁舎の清掃業務、警備業務等の委託に係る競争入札参加資格審査要綱（昭和	�年島根県告示第���号）の一部を次のよ

うに改正する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第
条第�号中「浄化槽維持管理業務」を「浄化槽保守点検業務」に改め、同条中第��号を第��号とし、第�号から第

号までを
号ずつ繰り下げ、第�号の次に次の
号を加える。

� 庁舎の浄化槽清掃業務

第�条第
項中第��号を第��号とし、第��号中「第
条第��号」を「第
条第��号」に改め、同号を同項第��号とし、

同項第��号の次に次の�号を加える。

� 第
条第�号の庁舎の浄化槽保守点検業務にあっては、島根県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

（昭和	�年島根県規則第�号）第�条に規定する浄化槽保守点検業者登録証の写し

� 第
条第�号の庁舎の浄化槽清掃業務にあっては、浄化槽法（昭和��年法律第��号）第��条第
項に規定する浄化

槽清掃業の市町村長の許可書の写し

第�条第�号中「第
条第�号」を「第
条第�号」に改め、同号を同項第�号とし、同項第�号の次に次の�号を加

える。

� 第
条第�号の庁舎の浄化槽保守点検業務にあっては、島根県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和	�年

島根県条例第��号）第�条第
項の登録を受けている浄化槽保守点検業を営む区域

� 第
条第�号の庁舎の浄化槽清掃業務にあっては、浄化槽法第��条第
項の許可を受けている県内の市町村名

附則第�項中「第��号」を「第��号」に改める。

様式第
号中

「� 庁舎の浄化槽維持管理業務

� 庁舎の一般廃棄物処理業務

� 庁舎の空調機器保守点検業務

 庁舎の昇降機保守点検業務

�� 庁舎の消防設備点検業務 」

を

「� 庁舎の浄化槽保守点検業務

� 庁舎の浄化槽清掃業務

� 庁舎の一般廃棄物処理業務

 庁舎の空調機器保守点検業務

�� 庁舎の昇降機保守点検業務

�� 庁舎の消防用設備点検業務 」

に改める。

様式第�号を次のように改める。

第�����号 平成��年��月��日(�)

公布の日から施行することとした。
�
�
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島 根 県 報第�����号 平成��年��月��日 (�)

�����（第	条関係）

営 業 経 歴 書

商号又は名称 年 月 日現在

営業種目及び営業比

率

営 業 種 目 営業比率 営 業 種 目 営業比率

％ ％

営 業 所 等

名 称 所 在 地 電話番号

自 己 資 本 額

区 分 直前決算額 利益処分（損失処理） 計

資 本 金 千円 千円 千円

準 備 金

積 立 金

繰越利益（損失）金

計

流 動 比 率
流動資産（ 千円）

× ��� ＝ ％
流動負債（ 千円）

業務用具等残存価格

区 分 取得価格� 減価償却費� 残存価格�－�

機 械 設 備 類 千円 千円 千円

車 両 運 搬 具 類

工 具 器 具 類

計

従業員数

清掃業
務

警備業
務

貯水槽
清掃業
務

害虫等
防除業
務

浄化槽
保守点
検業務

浄化槽
清掃業
務

一般廃
棄物処
理業務

空調機
器保守
点検業
務

昇降機
保守点
検業務

消防用
設備点
検業務

その他
業務

計

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

業務に関係する資格

免許等を有する従業

員

資格、免許等の名称 人 数 資格、免許等の名称 人 数

人 人



島 根 県 報第�����号 平成��年��月��日(�)

※ ビルメンテナンス協同組合が行った契約については、これの引受部分に相当する庁舎名、契約金額を記入する

こと。

営 業 年 数
営業開始年月 営 業 年 数 現組織への変更 組織変更後年数

年 月 年 月 年 月 年 月

営 業 実 績

業 務 名
直前�年間の平均契約
金額

直前	年間の島根県と
の契約金額

直前	年間の島根県以外
の取引先との契約金額

清 掃 千円 千円 千円

機 械 警 備

警 備 員 警 備

貯 水 槽 清 掃

害 虫 等 防 除

浄化槽保守点検

浄 化 槽 清 掃

一般廃棄物処理

空調機器保守点検

昇降機保守点検

消防用設備点検

そ の 他

計

主要取引先の実績

直前	年間の島根県との取引 直前	年間の島根県以外の取引先との取引

庁 舎 名 契約金額 種 目 取 引 先 契約金額 種 目

千円 千円

島根県との取引をす

る支店等

名 称
使
用
す
る
印
鑑

社 印 代表者印

所 在 地

代表者の氏名

郵 便 番 号

電 話 － －

ファクシミリ － －

廃棄物処理及び清掃に関する法律第
条第
	項の許可を受けている県内の市町村名

島根県浄化槽保守点検業者の登録に関する
条例第�条第	項の登録を受けている浄化
槽保守点検業を営む区域

浄化槽法第��条第	項の許可を受けている
県内の市町村名

障 害 者 雇 用 状 況

常時雇用する労働者数 人

障害者雇用状況報告義務有り 雇用率 ％

障害者雇用状況報告義務無し 雇用障害者数 人

ＩＳＯ �����認証 取得の有無 有 無



島 根 県 報

� �

（施行期日等）

� この告示は、平成��年��月��日から施行し、平成��年及び平成��年に県が発注する庁舎の清掃業務、警備業務等の委

託に係る競争入札に参加しようとする者の資格審査から適用する。

（経過措置）

� この告示の施行の際現にこの告示による改正前の庁舎の清掃業務、警備業務等の委託に係る競争入札参加資格審査要

綱第	条第�項の規定により入札参加資格を認定されている者の当該入札参加資格は、この告示による改正後の庁舎の

清掃業務、警備業務等の委託に係る競争入札参加資格審査要綱第	条第�項の規定により認定されたものとみなす。

������		
�

介護保険法（平成
年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者を次のとおり指定したの

で、同法第��条第�号の規定に基づき告示する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

������		��

介護保険法（平成
年法律第���号）第��条第�項及び第�条第�項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者及び指

定介護予防サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第��条第�号及び第��条の
第�号の規定により告示す

る。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成��年��月��日 ()

事 業 者 の 名 称 指定した事業 事 業 所 の 名 称 事 業 所 の 所 在 地
指 定
年月日

特定非営利活動法人 なご
みの里

訪問介護 松江なごみの里
松江市矢田町�� コーポ菅井
��号

平成��年
�月��日

事業者の名称 指定した事業 事業所の名称 事業所の所在地
指 定
年月日

社会福祉法人 仁多福祉
会

訪問介護
訪問介護事業所 玉峰苑

仁多郡奥出雲町亀嵩����

番地�

平成��年
��月�日介護予防訪問介護

社会福祉法人 友愛会
訪問介護 訪問介護支援事業所 琴

引の里
飯石郡飯南町頓原����

平成��年
��月�日介護予防訪問介護

社会福祉法人 古平田和
光会

訪問介護 ヘルパーステーション
わこう

出雲市西園町���番地
平成��年
��月�日介護予防訪問介護

社会福祉法人 吾郷会
訪問介護 ヘルパーステーションま

ほろば
邑智郡美郷町都賀本郷
��番地�

平成��年
��月�日介護予防訪問介護

社会福祉法人 石見さく
ら会

訪問介護 石見さくら会訪問介護事
業所

邑智郡邑南町矢上���番
地

平成��年
��月�日介護予防訪問介護

社会福祉法人 たいま山
秀峰会

訪問介護
松風園訪問介護事業所 浜田市西村町����番地�

平成��年
��月�日介護予防訪問介護



島 根 県 報

���������	

障害者自立支援法（平成��年法律第���号）第��条第�項に規定する指定自立支援医療機関を次のとおり指定したの

で、同法第�	条第
号の規定により告示する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第����号 平成��年��月��日(�)

社会福祉法人 いわみ福
祉会

訪問介護 岡見ヘルパーステーショ
ン

浜田市三隅町岡見���番
地

平成��年
��月
日介護予防訪問介護

社会福祉法人 希望の里
福祉会

訪問介護
清月寮訪問介護事業所 益田市横田町���番地


平成��年
��月
日介護予防訪問介護

鹿足郡養護老人ホーム組
合

訪問介護
ぎんなん

鹿足郡吉賀町六日市���

番地
平成��年
��月
日介護予防訪問介護

社会福祉法人 西ノ島福
祉会

訪問介護 サポートセンターみゆき
訪問介護事業所

隠岐郡西ノ島町大字美田
����番地�	

平成��年
��月
日介護予防訪問介護

指 定 自 立 支 援 医 療 機 関 自立支援医療
の種類

指定年月日
名 称 所 在 地

さくら薬局古志原店 松江市古志原五丁目��－��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

有限会社高砂漢方薬局 松江市古志原六丁目��番��号
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

有限会社藤原薬局松江店 松江市古志原三丁目
番��号
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

三成薬局 松江市幸町���－

育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

日星薬局松江店 松江市黒田町��－

育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

さくら薬局黒田店 松江市黒田町���－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

有限会社ホテイ薬局山代店 松江市山代町���－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

有限会社木村薬局宍道西店 松江市宍道町宍道��	�－

育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

有限会社木村薬局宍道東店 松江市宍道町宍道����
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

ジオ薬局春日店 松江市春日町���－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

有限会社ホテイ薬局 松江市上乃木三丁目�－

育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

とまと薬局 松江市上乃木七丁目�番�号
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日



島 根 県 報第�����号 平成��年��月��日 (�)

有限会社和田薬局大輪店 松江市大輪町�	�－��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

みるきぃ調剤薬局 松江市竪町��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

モリワキ薬局 松江市天神町���
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

松江調剤薬局 松江市田和山町��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

ディー・シー・ビー薬局朝日町店 松江市東朝日町��� 松江サティ内
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

有限会社三戸薬局 松江市八雲台－
－��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

有限会社サンアイ薬局 松江市八束町波入���－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

有限会社くすりや調剤薬局 松江市八幡町���－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

比津が丘松井薬局 松江市比津町���－

育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

母衣町薬局 松江市母衣町�	�－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

有限会社和田薬局 松江市北堀町���
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

タマチ薬局 松江市南田町���－�
育成医療
更生医療 平成��年��月
日

生泉堂調剤薬局 松江市大正町��� 精神通院医療 平成��年��月
日

ウェルネス薬局東津田店 松江市東津田町����－ 精神通院医療 平成��年��月
日

ウェルネス薬局橋南店 松江市西津田七丁目��－�� 精神通院医療 平成��年��月
日

あすか薬局
松江市天神町��番地 ウィステリア天神


Ｆ
精神通院医療 平成��年��月
日

ウェルネス調剤薬局パークサイド
店

松江市学園南二丁目��番�号 精神通院医療 平成��年��月
日

ウェルネス薬局春日店 松江市春日町�－ 精神通院医療 平成��年��月
日

そうごう薬局北堀店 松江市北堀町��番地� 精神通院医療 平成��年��月
日

ハーブ薬局本庄店 松江市本庄町��� 精神通院医療 平成��年��月
日

りんご薬局 松江市美保関町森山���－ 精神通院医療 平成��年��月
日



島 根 県 報第�����号 平成��年��月��日(�)

かさがら調剤薬局 浜田市笠柄町��番地
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

株式会社山藤薬局浜田支店 浜田市牛市町
�番地
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

有限会社かなぎ薬局 浜田市金城町七条ハ��
－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

ウエーブくろかわ薬局 浜田市黒川町���－	
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

ヒルズ薬局 三隅店 浜田市三隅町三隅���番地
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

シーズ薬局高田町店 浜田市高田町�番地	
育成医療
更生医療 平成��年��月	日

長沢ゆい薬局 浜田市長沢町��
�－� 精神通院医療 平成��年��月	日

旭おりづる薬局 浜田市旭町丸原��－� 精神通院医療 平成��年��月	日

Ｄ・Ｃ・Ｂ薬局医大前店 出雲市塩冶神前�丁目�－��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

株式会社服部薬局出雲支店 出雲市古志町��
�－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

スイング薬局 高岡店 出雲市高岡町
�番地
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

カトウ薬局 出雲市今市町���－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

直良薬局 出雲市今市町
��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

Ｄ・Ｃ・Ｂ薬局ラピタ店 出雲市今市町��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

有限会社いちご調剤薬局北本町支
店

出雲市今市町北本町�丁目�－��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

薬局かとう 出雲市小山町��番�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

すずらん薬局 出雲市小山町��－	
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

はまやま薬局 出雲市松寄下町���番地��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

有限会社いちご調剤薬局神西支店 出雲市神西沖町����－	
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

有限会社あんず薬局 出雲市西神西町字西代
��番地�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

西平田あおぞら薬局 出雲市西平田町���－	
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日



島 根 県 報第�����号 平成��年��月��日 (�)

フラワー薬局平田店 出雲市西平田町��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

かもめ調剤薬局 出雲市大津新崎町
－��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

Ｄ・Ｃ・Ｂ薬局出雲大塚店 出雲市大塚町���
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

知井宮ふれあい薬局 出雲市知井宮町���－��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

フラワー薬局 出雲市東林木町���－��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

やまだ薬局 出雲市姫原町���－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

ほくよう薬局 出雲市武志町��－��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

サンアイリス薬局平田店 出雲市平田町字古川���－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

石原薬局 出雲市平田町���－	 精神通院医療 平成��年��月	日

ウェルネス薬局塩冶店 出雲市塩冶有原町�－�� 精神通院医療 平成��年��月	日

有限会社めぐみ薬局 益田市安富町���番地	
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

なのはな薬局 益田市駅前町��－��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

永戸薬局本店 益田市横田町���
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

調剤薬局 タギ 益田市横田町���番地�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

有限会社天津薬局 益田市乙吉町イ��番地�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

みずほ薬局 益田市下本郷町���番地�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

ワタキュー薬局おおだ店 大田市大田町吉永���－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

スイング 大田薬局 大田市大田町大田イ���番	
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月	日

ウェルネス薬局大田店 大田市長久町長久ロ��－�� 精神通院医療 平成��年��月	日

安来中央薬局 安来市今津町��－� 精神通院医療 平成��年��月	日

くすりのファミリア江津薬局 江津市嘉久志町イ����－� 精神通院医療 平成��年��月	日



島 根 県 報第�����号 平成��年��月��日(��)

株式会社山藤薬局江津支店 江津市嘉久志町���	－�� 精神通院医療 平成��年��月
日

三刀屋中央薬局 雲南市三刀屋町三刀屋����－��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

株式会社筒井薬局 雲南市大東町大東����－

育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

有限会社さくら薬局 雲南市大東町飯田���－

育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

有限会社藤原薬局 雲南市木次町木次��－

育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

エイト薬局 雲南市大東町飯田��－
育成医療
更生医療 平成��年��月
日

トリム薬局 雲南市加茂町加茂中����番地 精神通院医療 平成��年��月
日

有限会社さくら薬局東出雲店 八束郡東出雲町錦新町�－�－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

有限会社小林薬局 仁多郡奥出雲町横田��	番地�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

小林薬局古市店 仁多郡奥出雲町下横田���－��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

なおえ駅前薬局 簸川郡斐川町上直江���－

育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

日星薬局斐川店 簸川郡斐川町大字上直江����－

育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

山崎薬局 簸川郡斐川町大字上直江����－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

川本おりづる薬局 邑智郡川本町大字川本���－ 精神通院医療 平成��年��月
日

さくら薬局 鹿足郡津和野町大字鷲原イ���－

育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

日星薬局 鹿足郡津和野町枕瀬���－ 精神通院医療 平成��年��月
日

あやめ薬局 鹿足郡吉賀町六日市���－� 精神通院医療 平成��年��月
日

スイング おき薬局 隠岐郡隠岐の島町城北町���－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日

有限会社ピア中央薬局 隠岐郡隠岐の島町西町八尾の一�－� 精神通院医療 平成��年��月
日

西津田のぞみステーション 松江市西津田七丁目��番��号 精神通院医療 平成��年��月
日

八重垣にじのステーション 松江市佐草町��	番地

育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月
日
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���������	

農業近代化資金の利子補給率（平成��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正し、平成��年��月��日から施行

する。

平成��年��月��日前に島根県農業近代化資金の利子補給に関する規則（昭和��年島根県規則第�号）第�条の規定によ

り利子補給の承認を受けている農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成��年��月	�日

島根県知事 澄 田 信 義

表中「年�
�パーセント」を「年�
��パーセント」に改める。

��������
	

次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和	年法律第	��号）第��条の規定により告示す

る。

平成��年��月	�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林予定森林の所在場所

松江市東長江町字北ノ前���－�、����－�、����－�、字北ノ奥����－�、字中垣����－�

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

第���	�号 平成��年��月	�日 (��)

訪問看護ステーションあゆみ 松江市上乃木三丁目�番�号 育成医療
更生医療 平成��年��月�日

松江赤十字訪問看護ステーション 松江市母衣町	��番地
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月�日

訪問看護ステーション浜田 浜田市港町	��番地�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月�日

平田訪問看護ステーションコスモ
ス

出雲市平田町	�		－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年��月�日

寿生訪問看護ステーション 出雲市大津町�	�番地�
育成医療
更生医療 平成��年��月�日

にし出雲訪問看護ステーションた
んぽぽ

出雲市知井宮町	��
育成医療
更生医療 平成��年��月�日

斐川訪問看護ステーションさくら 簸川郡斐川町大字荘原町	��	－�
育成医療
更生医療 平成��年��月�日

訪問看護ステーションおおち 邑智郡美郷町滝原��番地� 精神通院医療 平成��年��月�日

六日市町訪問看護ステーション 鹿足郡吉賀町六日市���番地� 精神通院医療 平成��年��月�日

隠岐の島町訪問看護ステーション
かがやき

隠岐郡隠岐の島町城北町�番地 精神通院医療 平成��年��月�日
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� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。）

���������	

次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�において準用する

同法第��条の�第	項の規定により告示する。

平成
�年
�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

	 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

昭和��年月��日農林省告示第�
�号

� 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない。

� 立木の伐採の限度 変更後の立木の伐採の限度は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び安来市役所に備え置いて縦覧に供する。）

��������
	

狩猟鳥獣捕獲禁止区域の指定（平成
�年島根県告示第�
�号）の一部を次のように改正し、平成
�年

月	日から施行

する。

平成
�年
�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

表弥栄村キジ・ヤマドリ捕獲禁止区域の項を次のように改める。

���������	

鳥獣保護区の指定（昭和�
年島根県告示第���号）の一部を次のように改正し、平成
�年

月	日から施行する。

平成
�年
�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

表大社鳥獣保護区の項第�号、大池鳥獣保護区の項第�号、千丈渓鳥獣保護区の項第�号及び匹見峡鳥獣保護区の項第

�号中「平成年

月	日から平成
�年
�月�
日まで」を「平成
�年

月	日から平成��年
�月�
日まで」に改める。

第
����号 平成
�年
�月��日(
�)

弥栄キジ・ヤマドリ捕獲禁止区域 	 区域

浜田市の一部

� 面積

�����ヘクタール

� 存続期間

平成
�年

月	日から平成�
年
�月�
日まで
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���������	

鳥獣保護区の指定（昭和��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正し、平成��年��月�日から施行する。

平成��年��月�	日

島根県知事 澄 田 信 義

表（備考以外の部分に限る。）を次のように改める。

���������	

鳥獣保護区の指定（昭和
�年島根県告示第	��号）の一部を次のように改正し、平成��年��月�日から施行する。

平成��年��月�	日

島根県知事 澄 田 信 義

表（備考以外の部分に限る。）を次のように改める。

������
����	

鳥獣保護区の指定（昭和
�年島根県告示第����号）の一部を次のように改正し、平成��年��月�日から施行する。

平成��年��月�	日

島根県知事 澄 田 信 義

表隠岐国分寺鳥獣保護区の項を次のように改める。

第�����号 平成��年��月�	日 (��)

三階山鳥獣保護区 � 区域

浜田市の一部

 面積

���ヘクタール

� 存続期間

平成��年��月�日から平成��年��月��日まで

� 鳥獣保護区の保護に関する指針

掲載を省略し、島根県農林水産部森林整備課、隠岐支庁並びに各農林振

興センター及び事務所に備え置いて縦覧に供する。

断魚渓鳥獣保護区 � 区域

邑智郡邑南町の一部

 面積

��ヘクタール

� 存続期間

平成��年��月�日から平成��年��月��日まで

� 鳥獣保護区の保護に関する指針

掲載を省略し、島根県農林水産部森林整備課、隠岐支庁並びに各農林振

興センター及び事務所に備え置いて縦覧に供する。
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��������		�


鳥獣保護区の指定（平成�年島根県告示第���号）は廃止し、平成��年��月�日から施行する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������		�


特別保護地区の指定（昭和	�年島根県告示第���号）の一部を次のように改正し、平成��年��月�日から施行する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

表（備考以外の部分に限る。）を次のように改める。

第�
���号 平成��年��月��日(��)

隠岐国分寺鳥獣保護区 � 区域

隠岐郡隠岐の島町の一部

� 面積

��ヘクタール

 存続期間

平成��年��月�日から平成��年��月��日まで

� 鳥獣保護区の保護に関する指針

掲載を省略し、島根県農林水産部森林整備課、隠岐支庁並びに各農林振

興センター及び事務所に備え置いて縦覧に供する。

断魚渓特別保護地区 � 区域

邑智郡邑南町の一部

� 面積

��ヘクタール

 存続期間

平成��年��月�日から平成��年��月��日まで

� 特別保護地区の保護に関する指針

掲載を省略し、島根県農林水産部森林整備課、隠岐支庁並びに各農林振

興センター及び事務所に備え置いて縦覧に供する。

千丈渓特別保護地区 � 区域

江津市及び邑智郡邑南町の各一部

� 面積

	�ヘクタール

 存続期間

平成��年��月�日から平成��年��月��日まで

� 特別保護地区の保護に関する指針

掲載を省略し、島根県農林水産部森林整備課、隠岐支庁並びに各農林振

興センター及び事務所に備え置いて縦覧に供する。

匹見峡特別保護地区 � 区域
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��������		
�

銃猟禁止区域の指定（昭和��年島根県告示第����号）の一部を次のように改正し、平成��年��月�日から施行する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

表赤江銃猟禁止区域の項第	号中「平成
年��月�日から平成��年��月��日まで」を「平成��年��月�日から平成��年

��月��日まで」に改める。

��������		��

銃猟禁止区域の指定（昭和��年島根県告示第����号）の一部を次のように改正し、平成��年��月�日から施行する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

表加茂銃猟禁止区域の項第	号中「平成
年��月�日から平成��年��月��日まで」を「平成��年��月�日から平成��年

��月��日まで」に改め、同表三刀屋銃猟禁止区域の項第号中「��ヘクタール」を「��ヘクタール」に改め、同項第	号

中「平成
年��月�日から平成��年��月��日まで」を「平成��年��月�日から平成��年��月��日まで」に改める。

��������		�

銃猟禁止区域の指定（平成
年島根県告示第���号）の一部を次のように改正し、平成��年��月�日から施行する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

表名分銃猟禁止区域の項第	号、古志橋銃猟禁止区域の項第	号及び三瓶ダム銃猟禁止区域の項第	号中「平成
年��

月�日から平成��年��月��日まで」を「平成��年��月�日から平成��年��月��日まで」に改め、同表七条銃猟禁止区域の

項第号中「��ヘクタール」を「��ヘクタール」に改め、同項第	号中「平成
年��月�日から平成��年��月��日まで」

を「平成��年��月�日から平成��年��月��日まで」に改め、同表久佐銃猟禁止区域の項第	号及び今福銃猟禁止区域の項

第	号中「平成
年��月�日から平成��年��月��日まで」を「平成��年��月�日から平成��年��月��日まで」に改める。

��������		��

銃猟禁止区域の指定（平成��年島根県告示第���号）は廃止し、平成��年��月�日から施行する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成��年��月��日 (��)

益田市の一部

 面積

��ヘクタール

	 存続期間

平成��年��月�日から平成��年��月��日まで

� 特別保護地区の保護に関する指針

掲載を省略し、島根県農林水産部森林整備課、隠岐支庁並びに各農林振

興センター及び事務所に備え置いて縦覧に供する。
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��������		
�

道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������		��

道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������		�

都市計画法（昭和	
年法律第���号）第�
条第�項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同

条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により次のとおり告示する。

平成��年��月��日

第����	号 平成��年��月��日(��)

道路の
種 類

路 線 名

道 路 の 区 域 管轄する地
方機関の名
称

備 考
区 間

変更前
後の別

敷地の幅員 延 長

一般国道 ���号
邑智郡川本町大字川下
��	番�地先から同大
字����番��地先まで

Ａ

前

Ｂ

メートル
�����～


����

メートル
��
���

県央県土整
備事務所

左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。
河川管理者へ返
還
ダブルウェイ解
消
仮設道路撤去

�����～
�����

������

後 Ａ �����～

����

��
���

県 道 小伊津港線
出雲市平田町���番�

地先から同地先まで

前 �����～
�	���

�	���
出雲県土整
備事務所

側溝整備工事

拡幅後 �
���～
�����

�	���

道路の
種 類

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 延 長
供用開始
年 月 日

管轄する地
方機関の名
称

備 考

一般国道 ���号
邑智郡川本町大字川下
���番�地先から
同大字����番��地先まで

メートル

�����

平成��年
��月
�日

県央県土整
備事務所

県 道 小伊津港線
出雲市平田町���番�地先から同地先ま
で

�	���
平成��年
��月��日

出雲県土整
備事務所
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島根県知事 澄 田 信 義

� 施行者の名称

江津市

� 都市計画事業の種類及び名称

江津市都市計画下水道事業

� 事業施行期間

平成��年�月��日から平成�	年�月
�日まで

� 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

平成��年島根県告示第	�
号の事業地のうち、江津市江津町及び嘉久志町地内の一部を加え、江津市和木町及び都

野津町地内において、事業地を変更する。

� �

庁舎の清掃業務、警備業務等の委託に係る競争入札参加資格審査要綱（昭和��年島根県告示第���号）に基づき、庁舎

の清掃業務、警備業務等の委託契約に係る競争入札に参加しようとする者の資格審査を次のとおり行うので公告する。

平成�年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 資格審査の対象となる業務

� 庁舎の清掃業務

� 庁舎の機械警備業務

� 庁舎の警備員警備業務

� 庁舎の貯水槽清掃業務

� 庁舎の害虫等防除業務

� 庁舎の浄化槽保守点検業務

� 庁舎の浄化槽清掃業務

� 庁舎の一般廃棄物処理業務

	 庁舎の空調機器保守点検業務


 庁舎の昇降機保守点検業務

� 庁舎の消防用設備点検業務

� 資格審査の申請手続

� 提出書類

ア 入札参加資格審査申請書

イ 法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し

ウ 個人にあっては、身分証明書

エ 営業経歴書

オ 国税及び都道府県税について滞納がないことを証する納税証明書

カ 印鑑証明書

キ 法人にあっては、財務諸表及び財産目録

ク 個人にあっては、青色申告書又は所得税確定申告書の写し及び営業に必要な設備、機械器具等の明細書

ケ 営業に必要な許可、認可等を受けていることを証する書類の写し

第����号 平成�年��月��日 (��)
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コ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和��年法律第���号。以下「法」という。）第��条第�項の規定に基づ

く障害者の雇用状況の報告義務がある場合にあっては、公共職業安定所へ提出した障害者雇用状況報告書の写し

サ 国際標準化機構が定めた規格ＩＳＯ�����認証を取得している場合にあっては、その登録証の写し

シ 第�条第	号に規定する庁舎の浄化槽保守点検業務にあっては、島根県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

施行規則（昭和
�年島根県規則第�号）第�条に規定する浄化槽保守点検業者登録証の写し

ス 第�条第�号の庁舎の浄化槽清掃業務にあっては、浄化槽法（昭和��年法律第��号）第��条第�項に規定する浄

化槽清掃業の市町村長の許可書の写し

セ 第�条第��号の庁舎の消防用設備点検業務にあっては、消防法（昭和��年法律第��
号）第�条の�の�に規定

する消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者を雇用していることを証する書類

の写し

� 書類の提出先

島根県松江市殿町�番地 島根県総務部管財課庁舎管理グループ

� 書類の受付期間

平成��年��月�日から平成��年��月��日まで

� 競争入札参加者の資格審査

資格審査においては、庁舎の清掃業務、警備業務等の委託に係る競争入札参加資格審査要綱第�条第�項各号に掲げ

る審査項目ごとに審査するものとする。

� 申請書類用紙及び入札参加資格審査申請要領の交付期間及び交付場所

� 交付期間 平成��年��月�日から平成��年��月��日まで

� 交付場所 島根県松江市殿町�番地 島根県総務部管財課庁舎管理グループ

� 登録の有効期間

平成��年�月�日から平成��年��月��日まで

	 資格審査の結果の通知

資格審査の結果は、通知書により申請者に通知する。

� 競争入札に参加できない者

� 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ないもの

� 地方自治法施行令（昭和��年政令第�
号）第�
条の�第�項各号のいずれかに該当する者でその事実があった後

�年を経過しないもの

� 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを受けていない者

� 国税及び都道府県税を滞納している者

� 提出書類に故意に虚偽の事実を記載した者

� 資格審査についての問合せ先

島根県総務部管財課庁舎管理グループ（電話����－��－����）

庁舎の電気供給業務の契約に係る競争入札参加資格審査要綱（平成�年島根県告示第���号。以下「要綱」という。）

に基づき、平成��年及び��年における庁舎の電気供給業務の契約に係る競争入札に参加しようとする者の資格審査を次の

とおり行うので公告する。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 資格審査の対象となる業務

庁舎の電気供給業務

� 資格審査の申請手続

第�����号 平成��年��月�日(��)
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� 提出書類

ア 入札参加資格審査申請書

イ 法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し

ウ 個人にあっては、誓約書

エ 営業経歴調書

オ 国税及び都道府県税について滞納がないことを証する納税証明書

カ 印鑑証明書

キ 法人にあっては、財務諸表及び財産目録

ク 個人にあっては、青色申告書又は所得税確定申告書の写し及び営業に必要な設備、機械器具等の明細書

ケ 営業に必要な許可、認可等を受けていることを証する書類の写し

� 書類の提出先

島根県松江市殿町�番地 島根県総務部管財課庁舎管理グループ

� 書類の受付期間

平成��年��月��日から平成��年��月��日まで

� 競争入札参加者の資格審査

資格審査においては、要綱第	条第�項各号に掲げる審査項目ごとに審査するものとする。

	 申請書類の交付期間及び交付場所

� 交付期間 平成��年��月��日から平成��年��月��日まで

� 交付場所 島根県松江市殿町�番地 島根県総務部管財課庁舎管理グループ


 登録の有効期間

平成��年�月�日から平成��年��月��日まで

� 資格審査の結果の通知

資格審査の結果の通知は、通知書により申請者に通知する。

 競争入札に参加できない者

� 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

� 地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第���条の	第�項各号のいずれかに該当する者でその事実があった後

�年を経過しないもの（その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む。）

� 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを受けていない者

� 国税を滞納している者

� 都道府県税（個人の都道府県民税及び地方消費税を除く。）を滞納している者

� 資格審査についての問合せ先

島根県総務部管財課庁舎管理グループ（電話����－��－����）

特定非営利活動促進法（平成��年法律第号）第��条第	項の規定に基づき定款の変更の認証申請があったので、同条

第
項において準用する第��条第�項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 申請のあった年月日

平成��年��月��日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 はっぴいライフ

� 代表者の氏名

第�����号 平成��年��月��日 (��)
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矢野 秋男

� 主たる事務所の所在地

島根県松江市雑賀町��番地

� 定款に記載された目的

この法人は、障害者や高齢者が地域で自立して生活できる社会の実現をめざし、地域福祉の向上に関する事業を行

い、誰もが安心して暮らせるまちづくりに寄与することを目的とする。

� 縦覧に供する書類

変更後の定款

定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書

� 縦覧期間

申請書を受理した日から�月間

� 縦覧場所

県政情報センター（県庁南庁舎	階）

松江地区県政情報コーナー（松江合同庁舎�階）

家畜改良増殖法（昭和
�年法律第
�号）第��条第�項の規定に基づく家畜人工授精に関する講習会を次のとおり開催

する。

平成��年��月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

	 開催場所

� 学科及び試験

大田市波根町��－	 島根県立農業大学校

� 実習

大田市波根町��－	 島根県立農業大学校

出雲市古志町���� 島根県畜産技術センター

雲南市木次町下熊谷��� 島根県畜産技術センター（種畜部門）

� 開催期間

平成�年�月�日（月）から同年�月
�日（月）まで

� 受講者の定員

�名程度

� 講習に係る家畜の種類

牛

� 講習の科目

� 学科

関係法規、人工授精

� 実習

家畜の審査、生殖器解剖、発情鑑定、精液精子検査法、人工授精

� 受講資格

島根県立農業大学校の園芸畜産科肉用牛専攻在学中の者に限る。

� 受講願書の提出期限

平成��年�
月
�日（水）

第���
�号 平成��年��月
�日(
�)



島 根 県 報

� 受講の手続

講習を受けようとする者は、受講願書を住所地を管轄する家畜保健衛生所の長を経由して、知事に提出すること。

� 受講者の決定

知事は受講者を決定したときは、その旨を書面により本人に通知する。

�� 受講手数料

������円に相当する島根県収入証紙を受講願書の所定の欄にはり付けること。

ただし、免除科目のある者は、当該科目に関する受講手数料を免除される。

�� その他

この講習会の受講についての問合せは、松江市殿町�番地島根県農林水産部農畜産振興課食料安全推進室（��	
－



－	���）又は最寄りの家畜保健衛生所にすること。

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和��年法律第���号）第�条第�項の規定により公告す

る。

平成��年��月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 開発区域

安来市飯島町字藤木
�番、
�番�

面積 ��
���	�平方メートル

� 開発許可を受けた者の住所及び氏名

安来市清水町
��番地

株式会社佐嶋工務店

代表取締役 佐嶋 省一

� �

平成��年��月�日付け島根県報第�����号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第���
�号 平成��年��月
�日 (
�)

ページ 箇 所 誤 正

� 島根県告示第��	号

の表中

�
���～
���� �
���～�����



平成��年��月��日 印刷
平成��年��月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

(送料共)
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